
機関設計編②

－移行に当たっての検討
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②法定期間を超過している場合、移行登記の時点で任期が満了

移行に伴う扱い（その１：理事・監事）機関設計編②

➣特例民法法人の役員 ➪新制度に移行すると法人法の任期（※）が適用
（※）理事：選任後２年以内に終了する最終事業年度に関する社員総会・評議員会の時まで

監事：選任後４年以内 〃

①通常は、現役員の任期が移行登記をまたいでも、そのまま在任可

＜理事Ａ＞

・事業年度：4/1～3/31
・定時総会：６月
・任期：就任から２年間
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＜理事Ｂ＞

・事業年度：4/1～3/31
・定時総会：６月
・任期：就任から３年間

21.4 22.4 23.4 24.423.1021.6
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×
新理事（候補者）をあらかじめ選任しておく必要
（移行登記と同時に就任）

在任不可法定期間満了
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移行に伴う扱い（その２：代表理事）機関設計編②

➣新制度の代表理事の選定方法は、法人法に規定
➪今までの「理事長」などは、そのままで代表理事として在任することはできない

代表理事の選定方法について

【移行前に就任する場合】➣①～④いずれかの方法で選任
①定款に代表理事の氏名を記載
②理事の互選（定款の定め必要） 社団のみ可
③社員総会での選任
④法人法上の理事会を設置 ➪ 理事会で選任

代表理事
【移行登記と同時に就任する場合】

➣定款変更の案附則に、代表理事の氏名を記載

＜今の「理事長」＞

・任期：就任から２年間

22.4 23.4 24.423.1022.6 24.6

×
在任不可

移
行
登
記

代表理事（候補者）をあらかじめ選任しておく必要

代表理事

①②④の場合、移行前に

現行の定款を変更する必要
（２段ロケット）
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＜移行と同時に就任する場合＞

移行に伴う扱い（その３：最初の評議員）機関設計編②

➣今までの「評議員」はそのまま移行することはできない
➪最初の評議員を選任－選任方法について、旧主務官庁の認可が必要

【選任方法を決定】
➣ex.評議員選定委員会で選定 等

【旧主務官庁への認可申請】
➣選任方法について

➣評議員選定委員会の人選決定
➪選定委員会を開催

➪最初の評議員（候補者）選任

選任方法の認可

移行申請

移行登記 最初の評議員の就任
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➣法人法上、「必ず定款に記載する必要のある」事項

定款変更の案の作成等について機関設計編②

➣公益法人に移行する場合の記載必要事項
●会計監査人の設置（大規模法人のみ）

◆理事会、監事の設置
●不可欠特定財産（該当する財産がある場合）
●認定取消時の公益目的取得財産残額の贈与先
●解散時の残余財産の帰属

１．必要的記載事項
◇◆：社団のみ、△：財団のみ、○●：共通

○法人の目的、名称
○主たる事務所の所在地
◇社員資格の得喪
△評議員の報酬、選解任
○公告方法
○事業年度

➣法律上必須ではないが、「定款で定めないとその効力を生じない」事項

２．相対的記載事項

○理事・監事の任期の短縮
○代表理事が理事会を招集する旨の定め

△財団の基本財産の設定、管理、処分
◇社員の経費支払い義務 等

➣「法令の範囲内で」任意に記載できる事項

３．任意的記載事項

○事業計画・予算、事業報告・決算の承認 ○法定機関の権限、決議事項 等

☞必要に応じ、内部規程も整備（役員報酬、会費、資金管理、理事の職務分担 等）

「定款変更の案作成の案内」（ＨＰ掲載）参照。※移行済法人の定款も参考に。
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移行後の組織運営について（例）機関設計編②

◆某財団法人の一例（事業年度：4/1～3/31）

23.4 24.4

【定時評議員会】
○22年度決算・事業報告の承認

【理事会】
○24年度予算、事業計画の決定
○臨時評議員会の招集決定

【理事会】
○22年度決算・事業報告の承認
○定時評議員会の招集決定

【臨時評議員会】
○24年度予算・事業計画の承認

➣予算・事業計画の承認は非法定の任意事項

➣承認前に監事（及び会計監査人）の監査が必要

➣事業報告の評議員会承認は
非法定の任意事項

【業務執行状況の理事会報告】
☞代表理事等は、事業実施や予算執行の

状況を、３ヶ月ごとに理事会に報告
☞定款で定める場合、年２回とすることも可

☞役員の改選時は、定時又は臨時評議員会に付議（代表理事は理事会で選定）

評議員会の
招集通知は,
開催１週間

前までに
発出

【臨時評議員会】
いつでも開催可

【定時評議員会】
事業年度終了後一定の時期に開催
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